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１ 2020年度 林業労働安全性向上対策事業について

経緯・目的等 2020年度の主な変更点

利用者ニーズ

• 2015年度から、安全装備品の普及を
通じた労働安全性向上を目的とし、
「林業労働安全性向上対策事業」を
開始。労働安全対策に取組む森組・
森連に安全装備品等の購入費用を助
成。2018年度までの4年間で計
1,691件336百万円の助成を実施。

• 当事業による森組系統の安全装備品
の普及を通じて林業の労働安全性向
上に大きく貢献。

安全装備品普及による林業の安全性向上
空調服普及による労働環境の改善

〈 当事業推進による効果 〉 ＜目指す姿・目的＞

 林業における産業別死傷年千人率は22.4人（2018年度時点、全産業平均の約10倍）と著しく高
い水準にあります。また、林業従事者の高齢化率は他産業比で高く、林業従事者数も減少傾向にある
等、林業従事者の確保のために労働安全性向上は喫緊の課題です。

 こうした環境を踏まえ、農林中央金庫では2015年度から「林業労働安全性向上対策事業」を開始い
たしました。当事業では、労働安全対策に取組む森林組合・連合会等を対象として、安全装備品等の
購入費用を助成しております。

①JA三井
リースとの
連携

• 損害保険の付保、支払費用の平準化等の観点から割賦方式の利用開
始。研修資材および作業補助器具を助成対象装備に追加。今後、装備
品についても割賦方式の導入を検討。

②林業
大学校等
学生

• 林業大学校等学生向けの助成については、実習開始時期を考慮し、通
常よりも早い納品とする（上期の場合：６月～７月→４月～５月）。

労働災害低減・
担い手確保の実現

資料１

安全装備
等の助成
の充実化

林業用ヘルメット

林業用ジャケット・林業用手袋

防護ズボン

防護ブーツ

①割賦方式の利用
• 損害保険の付保、支払費用の平準化
のニーズあり。

②学生の実習開始時期を考慮した納品
• 林業大学校等の実習が開始される時期
を考慮し、早期納品にかかるニーズあり。



22

393 364 316 295 237

1,218 1,255 1,245 1,019 1,105

26.9 27.0
31.2

32.9

22.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2014 2015 2016 2017 2018

（人）（件）

その他 切れ・こすれ

 2015～2018年度の4年間で合計1,691件・336百万円の助成を実施しました。累計利用組合数は、森林組合
が480団体、連合会が29団体となり、助成対象人数は述べ約3万3千人に到達しております。

 当事業実施前(2014年度)と比較し、チェンソー等の起因による「切れ・こすれ」事故件数は▲156件と減少してお
り、当事業による安全装備品の普及活動が「切れ・こすれ」による事故件数減少に大きく貢献したと考えています。
2019年８月からは下肢防御衣の着用が義務化されており、当事業のニーズが一層高まっている状況です。

 一方でまた、林業における労働災害の発生率(死傷年千人率)は、低下傾向にあるものの、依然、全産業(2.3)と
比較すると高い水準にあり労働災害発生件数の抑制は森組系統にとって喫緊の課題です。

安全装備品の普及活動により
チェンソー等の起因による
労働災害件数低減に貢献

2014年度→2018年度 全体▲269件
（うち切れ・こすれ▲156件）
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図1 助成実績（累計）
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【累計】336百万円、1,691件
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図3 死傷事故件数（左軸）と死傷千人率（右軸）

２ 林業労働安全性向上対策事業の実績・効果
資料１
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※今年度からの変更点は赤字
助成対象団体 森林組合系統運動を踏まえた、労働安全性向上対策に取り組む森林組合、森林組合連合会

募集期間 ①上期募集 ： 2020年4月1日（水）～4月30日（木）消印有効
②下期募集 ： 2020年9月1日（火）～9月30日（水）消印有効

装備の使用者
とその条件

（１）直営班
 装備品の使用者は、助成対象団体が直接雇用する現業職員であること。
 装備品は、助成対象団体から使用者に対して無償で支給されること。
 助成対象③については、割賦方式の利用が可能（今後対象者や商品の拡充は随時検討予定）。
（２）請負先
 装備品の使用者は、助成対象団体と請負契約書を締結し、かつ直近1年間に1事業以上請負実績がある請負先が
雇用する現業職員であること（一人親方を含む）。

 装備品は、助成対象団体から現業職員が所属する請負先に対し販売されること。販売価格については、助成対象団
体と請負先の協議により決定する。

（３）組合員
 装備品の使用者は、助成対象団体の組合員で自ら林業を営むものであること。
 装備品は、助成対象団体から組合員に対し販売されること。販売価格については、助成対象団体と組合員の協議に
より決定する。

（４）林業大学校等の学生
 装備品の使用者は、林業大学校等に在籍する学生であること。
 装備品は、助成対象団体から林業大学校等に対し販売されること。販売価格については、助成対象団体と林業大
学校等の協議により決定する。

 実習開始時期を考慮し、通常よりも早い納品とする（上期は4月～5月、下期は9月～10月）。

助成対象

①一定の防護機能を有する安全装備品（チェンソー防護ズボン・ブーツ、林業用ヘルメット、林業用ジャケット、林業用手
袋等）
②熱中症防止を目的とした空調服（ファン付ジャケット等）
③研修資材（伐倒研修キット）および作業補助器具（伐倒ガイドレーザー） ※③は割賦方式の利用が可

助成率 30％

３ 2020年度の助成事業募集概要 資料１
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上期 下期
①間接助成 2019年 2020年

申請手続（行動主体） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
申請・注文（森組・森連）
商品発注（全森連）
納品（各メーカー）
事後資料提出（森組・森連）

②直接助成
申請手続（行動主体） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

事前申請（森組・森連）
仮決定（農林中金）
商品購入（森組・森連）
助成金申請（森組・森連）
助成金交付（農林中金）

（１）間接助成 ※電子メール
①申請者が組合の場合（東京都森組、大阪府森組を除く）
各都道府県森林組合連合会 あて

②申請者が連合会の場合（東京都森組、大阪府森組を含む）
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル8階
全国森林組合連合会 系統事業部購買課 あて
（TEL ０３－３２９４-９７１８）

（２）直接助成
〒100-8420
東京都千代田区有楽町1-13-2 ＤＮタワー21
農林中央金庫 営業企画部 森林班 あて
（TEL ０３－５２２０－９５５５）

≪申請書送付先≫

４ 2020年度の応募スケジュール
2020年 2021年

※林業大学校等の学生の場合、申請書受領後すみやかに審査を実施するため、商品の納品は上期は4月～5月、下期は9月～10月を予定。

資料１
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